
令 和 ７ 年 １ 月 ３ ０ 日 

福知山市財務部契約監理課 

 

工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について 

 

 令和６年６月 14日に公布された建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に

関する法律の一部を改正する法律（令和６年法律第 49 号）により、建設業法（昭和 24 年

法律第１００号）が改正され、建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材

の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事

象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、注文者に対して、

その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならないとされ

たのでお知らせします。 

記 

１ 対象工事  全ての建設工事 

 

２ 通知方法 

  落札者（随意契約の場合にあたっては、契約の相手方）が落札決定（随意契約の場合

にあっては、契約の相手方の決定）から請負契約を締結するまでの間に、別記様式によ

る通知書を提出し、契約に関する事務を担当する組織の長が、これを受領することによ

り行うものとします。 

 

３ 通知書の提出先 

  通知書の提出先は該当案件の契約事務担当課とします。 

 

４ 通知様式  

福知山市ホームページ（入札・契約―工事関係様式）に掲載 

 

５ 適用日   令和７年２月１日以降に契約を締結する案件より適用 

 

※本通知書を提出していない場合であっても、本件工事の請負契約の規定に基づき、請負

契約の変更について、発注者に対して受注者から協議を申し出ることができます。 



工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について

１ 恐れ情報の通知と誠実協議の求め

建設業法（昭和24年法律第100号）第20条の２第２項の規定により、建設業者は、その請け負う建設工事
について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を
及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、注文者に対して、その旨
を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならないとされたところであり、その取
扱いを次のとおり定めましたのでお知らせします。

契約監理課

全ての建設工事

（国土交通省HP）より

２ 対象工事

４ 適用開始日

令和７年２月１日から適用する。

落札者（随意契約の場合にあっては、契約の相手方）が落札決定（随意契約の場合にあっては、契約
の相手方の決定）から請負契約を締結するまでの間に、別記様式による通知書を提出し、契約に関する
事務を担当する組織の長が、これを受領することにより行うものとする。

３ 通知方法



（別記様式） 

  年  月  日  

 

発注機関の長 様 

 

     所 在 地： 

     名  称： 

     代表者名： 

         （ 押 印 省 略 ） 

 

工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の通知書 

 

下記のとおり、建設業法第 20条の２第２項に基づき、発生するおそれがある

と認める工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報を通知します。 

 

 

記 

 

工事名：                                 

 

 □ 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰 

（建設業法施行規則第 13条の 14第２項第１号） 

発生するおそれのある事象※： 

                                     

上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先： 

                                     

※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載 

 

 □ 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰 

（建設業法施行規則第 13条の 14第２項第２号） 

発生するおそれのある事象※： 

                                     

上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先： 

                                     

※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載 

 

 □ その他連絡事項（空欄可） 

（自由記述：上記のほかに工期等に影響を与えることが想定される情報等） 

 

 

                                     



福知山市長 

福知山市上下水道事業管理者 

福知山市病院事業管理者 

（別記様式） 

  年  月  日  

 

発注機関の長 様 

 

     所 在 地： 

     名  称： 

     代表者名： 

         （ 押 印 省 略 ） 

 

工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の通知書 

 

下記のとおり、建設業法第 20条の２第２項に基づき、発生するおそれがある

と認める工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報を通知します。 

 

 

記 

 

工事名：                                 

 

 □ 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰 

（建設業法施行規則第 13条の 14第２項第１号） 

発生するおそれのある事象※： 

 （例）国際的な石炭価格上昇に伴うコンクリート価格の高騰         

上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先： 

 （例）報道等の URLを記載又はファイルを別添               

※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載 

 

 □ 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰 

（建設業法施行規則第 13条の 14第２項第２号） 

発生するおそれのある事象※： 

 （例）○○地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足         

上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先： 

 （例）報道等の URLを記載又はファイルを別添               

※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載 

 

 □ その他連絡事項（空欄可） 

（自由記述：上記のほかに工期等に影響を与えることが想定される情報等） 

 

 

                                     

該当するものを記載 
記入例 


